
 資料２  

 

農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用 

保険業務に関する業務方法書の変更（ポイント） 

 

 

令和２年２月及び３月に開催した農業信用保険業務運営

委員会、林業信用保証業務運営委員会及び漁業信用保険業務

運営委員会で審議した業務方法書の変更については、３月２

５日に認可、４月１日より施行。 

その主な内容については、以下のとおり。 

 

 

１．農業信用保険業務 

（１）保証保険 

○ 農業経営改善資金（農業改良資金及び青年等就農資金

を除く。）の保険料率について、借入者の信用リスクに

応じて低、中及び高の３区分の保険料率を導入する。 

 

○ 農業施設資金及び農業運転資金の保険料率について、

基本料率を現行の平均適用料率から 0.02％引き下げる。 

また、農業運転資金のうち家畜等購入育成資金の保険

料率について、農業運転資金の保険料率（0.18％又は

0.23％）のうち低い 0.18％に設定する。 

 

（２）融資保険 

○ 従来の取扱いどおり、保証保険の保険料率の 1.5 倍の

水準に設定する。 
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（３）災害特例保険料率 

○ 各資金の料率の引下げに応じて見直す。 

 

 

２．林業信用保証業務 

○ 第１９８回国会（平成３１年常会）において成立した

国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する

法律（令和元年法律第３１号）により、独立行政法人農

林漁業信用基金法の一部が改正され、独立行政法人農林

漁業信用基金の業務として、 

① 木材の安定供給の確保に関する特別措置法（平成８

年法律第４７号）の規定に基づき、川上事業者、川中

事業者及び川下事業者が、共同して木材の安定的な取

引関係の確立を図るために行う事業に必要な資金の

借入れについての債務保証 

② 当該事業に必要な資金調達を円滑にするための資

金供給を行う都道府県に対する資金の貸付け 

を行うことが追加された（令和２年４月１日施行）。 

 これを受けて、業務方法書において、当該債務保証に

係る保証料、当該資金の貸付業務の実施並びに当該貸付

けに係る利率及び償還期限について記載することとす

る。 

 

 

３．漁業信用保険業務 

○ 第１９８回国会（平成３１年常会）において成立した

国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する

法律（令和元年法律第３１号）による独立行政法人農林

漁業信用基金法の一部改正に伴う規定の整備を行う（第

２７条と別表５の号ズレ）。 
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前
 

（
用

語
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第
３

条
 

こ
の

業
務

方
法

書
に

お
い
て

使
用

す
る

用
語

は
、
通
則

法
、
独
立

行
政

法
人

農
林

漁
業

信
用

基
金

法
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成
14

年
法
律
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12
8
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用
基

金
法
」
と

い
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。
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農
業
信

用

保
証

保
険

法
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昭

和
3
6
年

法
律

第
20
4
号
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下
「
保

証
保

険
法
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と

い
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。
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材
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業
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善
資
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第
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。
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融
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暫
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す

る
特

別
措

置
法
（
平

成
８

年
法

律
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4
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号
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木

材
安

定
供
給
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措

法
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い

う
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漁

業
融

資
保

証
法
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27

年
法

律
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融
資

保
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法
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。
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。
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掲

げ
る

場
合

ご
と

に
、
被
保

証
債

務
の

額
に

当
該
各

号
に

掲
げ

る
保

証
料

率
を

乗
じ

て
得

た
額
と

す
る

。
 

 
(
1
) 
そ

の
保

証
に

係
る

資
金

が
、
林

業
・
木

材
産
業

改
善
資

金
で
あ

る
場

合
、
暫

定
措
置

法
第

３
条

第
１

項
の

林
業

経
営

改
善

計
画

の
認

定
を
受

け
た

者
が

造
林

若
し

く
は
育

林
を

実
施

す
る

の
に

必
要

な
資

金
（

林
業

経
営
改

善
計

画
の

円
滑
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又
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掲
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以
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に
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３
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独
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。
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と
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。
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。
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第
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。
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。
 

 

（
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第
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付
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別
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  別
表

１
 

農
業

信
用

保
険

業
務

の
保
険

料
率
 

保
険

種
類
 

資
金

等
区

分
 

保
険

料
率
 

保 証 保 険 

特
定

資
金
 

農
業

経
営

改
善

資
金
 

年
0
.
06
％
、
年

0
.
13
％
又

は
年

0
.
18
％
（
災

害
特

例
あ

り
）
 

農
業

経
営

維
持

資
金
 

年
0
.
34
％
（

災
害

特
例

あ
り
）

 

農
業

施
設

資
金
 

年
0
.
18
％
（

災
害

特
例

あ
り
）

 

農
業

運
転

資
金
 

年
0
.
18
％
又

は
年

0
.
23
％
（
災

害
特
例

あ
り

）
 

農
家

経
済

安
定

施
設

資
金
 

年
0
.
09
％
 

農
家

生
活

改
善

資
金
 

年
0
.
21
％
 

農
協

保
証

債
務
 

年
0
.
18
％
 

融 資 保 険 

特
定

資
金
 

農
業

経
営

改
善

資
金
 

年
0
.
09
％
、
年

0
.
20
％
又

は
年

0
.
27
％
（
災

害
特

例
あ

り
）
 

農
業

経
営

維
持

資
金
 

年
0
.
51
％
（

災
害

特
例

あ
り
）

 

農
業

施
設

資
金
 

年
0
.
27
％
（

災
害

特
例

あ
り
）

 

農
業

運
転

資
金
 

年
0
.
27
％
又

は
年

0
.
35
％
（
災

害
特
例

あ
り

）
 

（
注

）
 

(
1
)
～

(8
)
 
（

略
）
 

(
9
)
 
農
業

経
営

改
善

資
金
（
農

業
改
良

資
金

及
び

青
年

等
就

農
資
金

を
除

く
。）
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係

る
保

険

料
率
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、
資

金
等
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分

に
対
応

す
る
保

険
料

率
の

う
ち
、
農

業
者
等

の
決

算
書

等
を

基
に

、

暫
定

措
置

法
第

６
条

第
１

項
第

２
号
に

規
定

す
る

資
金

の
貸

付
け
を

行
う

も
の

と
す

る
。
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前
項

の
貸

付
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に
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る
貸
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び
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。
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貸
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よ
り
、
信
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基
金

法
第

12
条

第
１

項
第

８
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に
規
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す
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資
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貸

付
け
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行
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の

と
す

る
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第
2
8
条

 
前

条
の

貸
付

け
に

係
る

貸
付

金
の

利
率

及
び

償
還

期
限

は
別

表
５

の
と

お
り

と
す

る
。
 

  別
表

１
 

農
業

信
用

保
険

業
務

の
保
険

料
率
 

保
険

種
類
 

資
金

等
区

分
 

保
険

料
率
 

保 証 保 険 

特
定

資
金
 

農
業

経
営

改
善

資
金
 

年
0
.
18
％
（

災
害

特
例

あ
り
）

 

農
業

経
営

維
持

資
金
 

年
0
.
34
％
（

災
害

特
例

あ
り
）

 

農
業

施
設

資
金
 

年
0
.
22
％
（

災
害

特
例

あ
り
）

 

農
業

運
転

資
金
 

年
0
.
26
％
（

災
害

特
例

あ
り
）

 

農
家

経
済

安
定

施
設

資
金
 

年
0
.
09
％
 

農
家

生
活

改
善

資
金
 

年
0
.
21
％
 

農
協

保
証

債
務
 

年
0
.
18
％
 

融 資 保 険 

特
定

資
金
 

農
業

経
営

改
善

資
金
 

年
0
.
27
％
（

災
害

特
例

あ
り
）

 

農
業

経
営

維
持

資
金
 

年
0
.
51
％
（

災
害

特
例

あ
り
）

 

農
業

施
設

資
金
 

年
0
.
42
％
（

災
害

特
例

あ
り
）

 

農
業

運
転

資
金
 

年
0
.
39
％
（

災
害

特
例

あ
り
）

 

（
注

）
 

(
1
)
～

(8
)
 
（

略
）
 

（
新

設
）
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信
用

基
金

が
別

に
定

め
る

農
業

経
営

診
断

手
法

を
用

い
て

算
定

さ
れ

る
推

計
デ

フ
ォ

ル
ト

率
に

応
じ

た
保

険
料

率
を

適
用

す
る
。
 

(
1
0
)
 
農

業
経

営
改

善
資

金
の

う
ち

農
業

改
良

資
金

及
び

青
年

等
就

農
資

金
に

係
る

保
険

料

率
は

、
資

金
等

区
分

に
対

応
す

る
保
険

料
率

の
う

ち
高

位
の

保
険
料

率
を

適
用

す
る

。
 

(
1
1
)
 農

業
運

転
資

金
に

係
る
保

険
料
率

は
、

資
金

等
区

分
に

対
応
す

る
保

険
料

率
の

う
ち

、

家
畜

等
購

入
育

成
資

金
（
牛
、
馬
、
め
ん

羊
、
山
羊

、
豚

及
び

家
き
ん

類
等

の
購

入
又

は
育

成
に

必
要

な
資

金
を

い
う
。
以

下
同
じ

。）
に
あ

っ
て

は
低
位

の
保
険

料
率
、
そ
れ

以
外
の

資
金

に
あ

っ
て

は
高

位
の

保
険

料
率
を

そ
れ

ぞ
れ

適
用

す
る

。
 

(
1
2
)
 保

険
料

率
の

う
ち

災
害
特

例
は
、
激
甚

災
害

に
対

処
す

る
た
め

の
特

別
の

財
政

援
助

等

に
関

す
る

法
律
（

昭
和

37
年
法

律
第

1
5
0
号
）
第
２

条
第
１

項
の
規

定
に

よ
り

激
甚

災
害

と
し

て
指

定
さ

れ
た

災
害

そ
の

他
の

災
害

で
あ

っ
て

、
基

金
協

会
の

申
請

に
基

づ
き

信
用

基
金

が
当

該
災

害
特

例
を

適
用

す
る

こ
と

が
必

要
と

認
め

た
も

の
に

よ
り

被
災

し
た

農
業

者
等

が
そ

の
農

業
経

営
の

再
建

を
図

ろ
う

と
す

る
場

合
（

農
業

経
営

改
善

資
金

に
あ

っ
て

は
、
本

災
害

特
例

の
適

用
に
よ

り
、
(
9)
の
規

定
に

よ
り

当
該

農
業
者

等
に

適
用

さ
れ

る
べ

き
保

険
料

率
よ

り
も

低
位

の
保

険
料
率

と
な

る
場

合
に

限
る

。）
に
適

用
す

る
。
そ
の

水
準

に
つ

い
て

は
、

被
災

し
た

農
業

者
等

の
農

業
経

営
の

再
建

を
図

る
た

め
に

必
要

な
資

金
に

関
し

て
各

基
金

協
会

が
適

用
す

る
基

本
の

保
証

料
率

か
ら

の
引

下
げ

幅
又

は
各

融
資

機
関

が
適

用
す

る
基

本
の

貸
付

利
率

か
ら

の
引

下
げ

幅
に

応
じ

て
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
な

お
、
農
業

運
転

資
金

に
係

る
保

険
料
率

は
、
資
金

区
分

に
対

応
す
る

保
険

料
率

の
う

ち
、
家

畜
等

購
入

育
成

資
金

に
あ

っ
て

は
低

位
の

保
険

料
率

、
そ

れ
以

外
の

資
金

に
あ

っ
て

は
高

位
の

保
険

料
率

を
そ

れ
ぞ

れ
適

用
す
る

。
 

ア
 

保
証

保
険
 

資
金

区
分
 

保
険

料
率

の
災

害
特

例
 

基
本

の
保
証

料
率
か

ら
の

引
下

げ
幅

が
30

％
以

下

の
場

合
 

基
本

の
保
証

料
率
か

ら
の

引
下

げ
幅

が
30

％
を

超

え
る

場
合
 

特
定
 

資
金
 

農
業

経
営

改
善

資
金
 

年
0
.
13
％
 

年
0
.
05
％
 

農
業

経
営

維
持

資
金
 

年
0
.
24
％
 

年
0
.
10
％
 

農
業

施
設

資
金
 

年
0
.
13
％
 

年
0
.
05
％
 

農
業

運
転

資
金
 

年
0
.
13
％
又

は
 

年
0
.
16
％
 

年
0
.
05
％
又

は
 

年
0
.
07
％
 

 

  

（
新

設
）

 

 

（
新

設
）

 

  

 (
9
)
 
保

険
料

率
の

う
ち

災
害
特

例
は

、
激

甚
災

害
に

対
処

す
る

た
め

の
特

別
の

財
政

援
助

等

に
関

す
る

法
律
（

昭
和

37
年
法

律
第

1
5
0
号
）
第
２

条
第
１

項
の
規

定
に

よ
り

激
甚

災
害

と
し

て
指

定
さ

れ
た

災
害

そ
の

他
の

災
害

で
あ

っ
て

、
基

金
協

会
の

申
請

に
基

づ
き

信
用

基
金

が
当

該
災

害
特

例
を

適
用

す
る

こ
と

が
必

要
と

認
め

た
も

の
に

よ
り

被
災

し
た

農
業

者
等

が
そ

の
農

業
経

営
の

再
建

を
図

ろ
う

と
す

る
場

合
に

適
用

す
る

。
そ

の
水

準
に

つ
い

て
は

、
被

災
し

た
農

業
者

等
の

農
業

経
営

の
再

建
を

図
る

た
め

に
必

要
な

資
金

に
関

し
て

各
基

金
協

会
が

適
用

す
る

基
本

の
保

証
料

率
か

ら
の

引
下

げ
幅

又
は

各
融

資
機

関
が

適
用

す
る

基
本

の
貸

付
利

率
か

ら
の

引
下
げ

幅
に

応
じ

て
、

次
の

と
お
り

と
す

る
。
 

     

ア
 

保
証

保
険
 

資
金

区
分
 

保
険

料
率

の
災

害
特

例
 

基
本

の
保
証

料
率
か

ら
の

引
下

げ
幅

が
30

％
以

下

の
場

合
 

基
本

の
保
証

料
率
か

ら
の

引
下

げ
幅

が
30

％
を

超

え
る

場
合
 

特
定
 

資
金
 

農
業

経
営

改
善

資
金
 

年
0
.
13
％
 

年
0
.
05
％
 

農
業

経
営

維
持

資
金
 

年
0
.
24
％
 

年
0
.
10
％
 

農
業

施
設

資
金
 

年
0
.
15
％
 

年
0
.
07
％
 

農
業

運
転

資
金
 

年
0
.
18
％
 

年
0
.
08
％
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イ
 

融
資

保
険
 

資
金

区
分
 

保
険

料
率

の
災

害
特

例
 

基
本

の
貸
付

利
率
か

ら
の

引
下

げ
幅

が
30

％
以

下

の
場

合
 

基
本

の
貸
付

利
率
か

ら
の

引
下

げ
幅

が
30

％
を

超

え
る

場
合
 

特
定
 

資
金
 

農
業

経
営

改
善

資
金
 

年
0
.
20
％
 

年
0
.
08
％
 

農
業

経
営

維
持

資
金
 

年
0
.
36
％
 

年
0
.
15
％
 

農
業

施
設

資
金
 

年
0
.
20
％
 

年
0
.
06
％
 

農
業

運
転

資
金
 

年
0
.
20
％
又

は
 

年
0
.
24
％
 

年
0
.
08
％
又

は
 

年
0
.
11
％
 

  別
表

３
 

林
業

信
用

保
証

業
務

の
都

道
府

県
へ

の
貸

付
け

に
係

る
貸

付
金

の
利

率
及

び
償

還
期

限
 

項
目

 
 

種
類
 

利
率
 

償
還

期
限
 

暫
定

措
置

法
第

６
条

第
１

項
第

２
号

及
び

木
材

安
定

供
給

特
措

法
第

1
6
条

第
１

号
に

規
定

す
る

資
金

の
貸

付
け
 

年
１

％
以

内
 

1
0
年
以

内
 

  別
表

５
 

漁
業

信
用

保
険

業
務

の
漁

業
信

用
基

金
協

会
へ

の
貸

付
け

に
係

る
貸

付
金

の
利

率
及

び
償

還
期

限
 項

目
 
 

種
類
 

利
率
 

償
還

期
限
 

信
用

基
金

法
第

1
2
条

第
１

項
第

９
号

に
規

定
す

る
資

金
の

貸
付

け
 

年
３

％
以

内
 

５
年

以
内
 

  

イ
 

融
資

保
険
 

資
金

区
分
 

保
険

料
率

の
災

害
特

例
 

基
本

の
貸
付

利
率
か

ら
の

引
下

げ
幅

が
30

％
以

下

の
場

合
 

基
本

の
貸
付

利
率
か

ら
の

引
下

げ
幅

が
30

％
を

超

え
る

場
合
 

特
定
 

資
金
 

農
業

経
営

改
善

資
金
 

年
0
.
20
％
 

年
0
.
08
％
 

農
業

経
営

維
持

資
金
 

年
0
.
36
％
 

年
0
.
15
％
 

農
業

施
設

資
金
 

年
0
.
23
％
 

年
0
.
11
％
 

農
業

運
転

資
金
 

年
0
.
27
％
 

年
0
.
12
％
 

  別
表

３
 

林
業

信
用

保
証

業
務

の
都

道
府

県
へ

の
貸

付
け

に
係

る
貸

付
金

の
利

率
及

び
償

還
期

限
 

項
目

 
 

種
類
 

利
率
 

償
還

期
限
 

暫
定

措
置

法
第

６
条

第
２

号
に

規
定

す
る

資
金

の
貸

付
け
 

年
１

％
以

内
 

1
0
年
以

内
 

    別
表

５
 

漁
業

信
用

保
険

業
務

の
漁

業
信

用
基

金
協

会
へ

の
貸

付
け

に
係

る
貸

付
金

の
利

率
及

び
償

還
期

限
 項

目
 
 

種
類
 

利
率
 

償
還

期
限
 

信
用

基
金

法
第

1
2
条

第
１

項
第

８
号

に
規

定
す

る
資

金
の

貸
付

け
 

年
３

％
以

内
 

５
年

以
内
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 附
 

則
 

１
 

こ
の

業
務

方
法

書
の

変
更

は
、
令

和
２

年
４

月
１

日
か

ら
施
行

す
る

。
 

２
 

別
表

１
の

変
更

の
施

行
前

に
成
立

し
て

い
る

保
険

関
係

に
係
る

保
険

料
率

に
つ

い
て

は
、
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

。
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